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令和７年度諫早市農業委員会 第４回総会議事録 

 

１ 開催日時 令和７年７月２８日（月）開 会 午後２時００分 ～ 閉 会 午後３時１５分 

 

２ 開催場所  諫早市役所 本館５階 大会議室 

 

３ 出席委員 （１８人） 

  会 長  ２０番 久本純造 

会長職務代理者  １９番  前田貞松 

農 業 委 員    １番 久保  繁   ２番 牟田直志   ３番 西口雪夫 

４番 立森和富   ５番 林田芳信   ６番 平野和敏    

７番 増田真美子   ８番 補伽文夫   ９番 森田正男   

１１番 松本秀徳  １２番 江崎義明  １３番 野田  浩  

１４番 泉野政則  １５番 田渕勇二  １７番 池田武弘  

１８番 増山時子 

 

４ 欠席委員 （２人）１０番 中島康範  １６番 山開博俊 

 

５ 議   案 

第１号 農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に伴う意見聴取の件 

第２号 農地法第３条の規定による許可申請書審議の件 

第３号 農地法第４条の規定による許可申請書審議の件 

第４号 農地法第５条の規定による許可申請書審議の件 

第５号 農地中間管理事業に係る「農用地利用集積等促進計画」に対する意見聴取の件 

 

６ 報   告 

第１号 農地法第３条の３の規定による届出書受理の件 

第２号 農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知の件 

第３号 農地法第４条の規定による農地転用届出書受理の件 

第４号 農地法第５条の規定による農地転用届出書受理の件 

第５号 農業用施設届出書受理の件 

第６号 農地賃貸借料情報の件 

 

７ そ の 他  

       

８ 事 務 局 

局 長 諸岡昌史   次 長 嶋田弘樹   事務職員 久間利彦 

事務職員 俣野海喜 
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９ 議 事 

（開会） 

議   長   これより、「令和７年度諫早市農業委員会第４回総会」を開会いたします。 

総会の定足数について、事務局より報告願います。 

事 務 局   総会の定足数につきまして、ご報告いたします。 

農業委員会の在任委員２０名中、１８名の出席で定足数に達していますので、総

会が成立していることをご報告いたします。なお、１０番・中島康範委員、１６番・

山開博俊委員から欠席の届出があっております。以上で、報告を終わります。 

議   長   それでは議事に入る前に、諫早市農業委員会総会会議規則第１９条第２項に規定

の議事署名人を定めたいと存じます。私に、ご一任いただければ指名したいと思い

ますが、いかがでしょうか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   異議なしということでありますので、議事録署名人に７番・増田真美子委員、８

番・補伽文夫委員のご両人にお願いいたします。 

それでは、議事に入りますが、議事進行上、発言される際、挙手をし、議長の許 

可を受けてから、氏名を告げて発言をお願いします。また、発言は、簡明に、議題

外、又はその範囲を越えないようにお願いします。 

（議案第１号）  それでは、議案第１号「農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に伴う意見 

聴取の件」を議題といたします。 

議案第１号については、１１番の委員に関する事項でございますので、農業委員 

会等に関する法律第３１条の規定により、１１番の委員の退席を求めます。 

（１１番委員退席） 

         それでは、事務局から説明をお願いします。 

 事 務 局   議案第１号「農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に伴う意見聴取の件」 

について説明します。 

         今月は１件の農用地利用計画変更に伴う意見徴取がございます。１番については 

軽微な変更よるものとし、諫早市長から農業委員会へ意見を求められたものでござ

います。 

 １番、小野地区、赤崎町の田１筆１，０１３㎡の農地について、農業用施設（育苗

施設）を整備とするために農用地区域の用途区分を農用地から農業用施設用地へ変

更する申出です。申請者は小野地区等において営農されておりますが、平成２９年

６月に申出地に農業用施設（育苗施設）を整備し利用しておりました。今回追認と

いう形での、農業用施設用地へ変更する申出となっております。なお、農振法の用

途変更手続完了後は農地法第５条の農地転用申請する予定となっております。議案

第１号につきましては、以上となります。 

議   長   議案第１号の説明がありましたが、１番について何かご質問はありませんか。 

委   員   農業用施設（育苗施設）とありますが、どういった施設なのでしょうか。 

事 務 局   １６トンの米を作られているということで、育苗のため苗を置き利用されるとい

うことで伺っております。 
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委   員   家屋を建てたりとかもなく、ただ平地で育苗するだけの施設ですね。 

議   長   はい、そのとおりです。フラットで米の育苗施設といいますか、用地という形に

なります。 

議   長   他にご意見はありませんか。ご異議がないようですので、１番の農用地区域の用    

途変更について「異議がない」と意見することに決定いたします。１１番委員の入  

場を求めます。 

（１１番委員・入場→着席） 

（議案第２号） 

議   長   次に、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請書審議の件」を議題とい

たします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請書審議の件」について、ご説明

いたします。 

          １番、有喜地区、松里町の農地１筆、１，１０３㎡について、農業経営規模拡大

を行うため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は、２，５００㎡です。ト

ラクターや軽トラック等の機械は所有されており、家族と一緒に農作業をされてい

ます。また農業に約１１年間従事され、譲受人宅から申請地までは車で約１３分ほ

どでありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

          ２番、多良見地区、多良見町西川内の農地１筆、１，２２１㎡について、農業経

営規模拡大を行うため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は、８，６６７

㎡です。トラクターやコンバイン等の機械は所有されております。また農業に約２

５年間従事されており、自宅から申請地までは徒歩で約１分ほどでありますので、

機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

          ３番、多良見地区、多良見町佐瀬の農地１筆、１１７㎡について、農業経営規模

拡大を行うため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は、４１，００５．４

６㎡です。トラクターや田植え機等の機械は所有されており、家族と一緒に農作業

をされています。また農業に約４０年間従事されており、自宅から申請地までは徒

歩で約１０分ほどでありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと

思われます。 

          ４番、高来地区、高来町神津倉の農地２筆、７３２㎡について、以前から耕作し

ていた農地の贈与を受ける申請です。権利取得後の農地面積は、３，６８５㎡です。

トラクターや軽トラック等の機械は所有されており、家族と一緒に農作業をされて

います。また農業に約４５年間従事され、譲受人宅から申請地までは徒歩で約１分

以内でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

          ５番、高来地区、高来町汲水の農地１筆、３９㎡について、農業経営規模拡大を

行うため、贈与を受ける申請です。権利取得後の農地面積は、２，３７３㎡です。

トラクターやコンバイン等の機械は所有されており、家族と一緒に農作業をされて

います。また農業に約３０年間従事され、譲受人宅から申請地までは徒歩で約３分

以内でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

６番、高来地区、高来町上与の農地１筆、２１８，７０㎡について、農業経営規 
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模拡大を行うため、贈与を受ける申請です。権利取得後の農地面積は、３，８９５．

７０㎡です。管理機や軽トラック等の機械は所有されており、家族と一緒に農作業を

されています。また農業に約３０年間従事され、譲受人宅から申請地までは徒歩で約

１分以内でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

 ７番、小長井地区、小長井町大搦の農地１筆、５９５．１４㎡について、農業経営

規模拡大を行うため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は、１８，４６１．

１４㎡です。トラクターや軽トラック等の機械は所有されております。また農業に約

２０年間従事され、譲受人宅から申請地までは車で約５分以内でありますので、機械、

労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。 

 ８番、小長井地区、小長井町川内の農地１筆、１，１９８㎡について、農業経営規

模拡大を行うため、購入する申請です。権利取得後の農地面積は、１９，７７１㎡で

す。トラクターやコンバイン等の機械は所有されており、家族と一緒に農作業をされ

ています。また農業に約５０年間従事され、譲受人宅から申請地までは車で約３分以

内でありますので、機械、労働力、技術、通作距離に問題は無いと思われます。以上

で議案第２号の説明を終わります。 

議   長   議案第２号の説明がありましたので、１番について有喜地区担当の委員さん補足

説明をお願いします。 

委   員   １番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、馬鈴薯を栽培されると見込まれます。権利取得後において周辺地

域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのことであり、

地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいずれにも該当

しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願いします。 

議   長   １番の説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番は、申請どおり許可することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、１番は、申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に２番と３番について多良見地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ２番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、水稲を栽培されると見込まれます。権利取得後において周辺地域

に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのことであり、地

域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいずれにも該当し

ないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願いします。 

委   員   ３番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて年間を通し、カボチャ、玉ねぎ等の野菜を栽培されると見込まれます。権利取

得後において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力す

る。」とのことであり、地域との調和要件も満たされています。この土地の面積は狭

いですけれど、道路を挟んで田んぼを作っております。譲渡人が、もう作れないとい  
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うことで仕方なく買ったような状況です。農地法第３条第２項各号のいずれにも該

当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願いします。 

議   長   ２番と３番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、２番と３番は、申請どおり許可することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、２番と３番は、申請どおり許可することに決定いた

します。 

議   長   次に４番から６番について高来地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ４番と５番の補足説明をいたします。４番の農地を地区推進委員と確認してきま

した。権利取得後は、贈与を受ける農地において年間を通し、大根、白菜等を栽培さ

れると見込まれます。権利取得後において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域

の農地の利用調整に協力する。」とのことであり、地域との調和要件も満たされてい

ます。農地法第３条第２項各号のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題な

いとの意見でした。ご審議お願いします。 

５番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、贈与を受ける農

地において、年間を通し、白菜等を栽培されると見込まれます。権利取得後におい

て周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのこ

とであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいず

れにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願いし

ます。５番につきましては、３９㎡で狭いですけれど、令和７年度第３回総会時に

田の贈与を受けられたが、この畑の申請を忘すれていたので、追加で申請するもの

です。以上です。 

６番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、贈与を受ける農

地において、年間を通し、白菜、大根、ニンニク等を栽培されると見込まれます。権

利取得後において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力

する。」とのことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２

項各号のいずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご

審議お願いします。 

議   長   ４番から６番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、４番から６番は、申請どおり許可することにご異議

ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、４番から６番は、申請どおり許可することに決定い

たします。 

議   長   次に７番と８番について小長井地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ７番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に
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おいて、年間を通し、白菜、大根、馬鈴薯等を栽培されると見込まれます。権利取得

後において周辺地域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」

とのことであり、地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号の

いずれにも該当しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願い

します。 

委   員   ８番の農地を地区推進委員と確認してきました。権利取得後は、購入する農地に

おいて、年間を通し、水稲を栽培されると見込まれます。権利取得後において周辺地

域に及ぼす影響は特になく、「地域の農地の利用調整に協力する。」とのことであり、

地域との調和要件も満たされています。農地法第３条第２項各号のいずれにも該当

しないため、地区協議会でも問題ないとの意見でした。ご審議お願いします。 

議   長   ７番と８番について、何かご質問はありませんか。 

        （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、７番と８番は、申請どおり許可することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、７番と８番は、申請どおり許可することに決定いた

します。 

(議案第３号) 

議   長   次に、議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請書審議の件」を議題といた   

します。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請書審議の件」についてご説明い

たします。 

１番、森山町慶師野の畑１筆６１２㎡の農地を貸資材置場用地とする転用申請で

す。区域区分はその他の区域、農振白地です。農地の立地基準については、第２種農

地に該当します。申請者は土木工事業等を営む法人の役員であり、自身が役員を務

める法人が利用する、バリケードや型枠材料等を置くための資材置場用地を整備す

るものです。土地の造成はなく、現状のまま利用し、緩衝地を設けるため被害の恐

れはありません。雨水については自然流下とし、汚水・生活雑排水は発生しません。

隣接する農地所有者等との協議報告書が添付され、自社で施工を行うため費用は発

生しません。議案第３号につきましては、以上となります。 

 議   長   議案第３号の説明がありましたので、１番について森山地区担当の委員さん補足

説明をお願いします。 

委   員   担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地利用

計画図等から判断して、貸資材置場用地に転用することについて適正であると思わ

れます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議     長   １番について、何かご質問はありませんか。 

 （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番は、申請どおり許可することにご異議ありませ

んか。 
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（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、１番は、申請どおり許可することに決定いたします。

（議案第４号） 

議   長   次に、議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請書審議の件」を議題とい

たします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第４号「農地法第５条の規定による許可申請書審議の件」についてご説明い

たします。 

１番、宗方町の畑１筆９３㎡の農地を通路用地（敷地拡張）とする転用申請です。 

契約内容は所有権移転（売買）、区域区分は調整区域、農振白地です。農地の立地基   

準については、第２種農地に該当します。申請人は隣接する宅地も購入しますが、

既存の通路が狭いため通路用地を拡張するものです。土地の造成については、盛土

を最高１．２ｍ施し、法面保護を行い土砂等の流出を防ぎます。雨水は自然流下と

し、汚水・生活雑排水は発生しません。隣接する農地はなく、資金については通帳

で確認しております。 

２番、貝津町の田２筆合計８０３㎡の農地について駐車場用地とする転用申請で

す。契約内容は賃借権設定（２０年）、区域区分は調整区域、農振白地です。農地の

立地基準については、第２種農地に該当します。申請者はクレーン車の賃貸業を営

んでおりますが、既存駐車場の一部を土地所有者に返還することとなったため、代

替地となる駐車場を整備するものです。土地の造成はなく現状のまま利用するため

被害の恐れはありません。雨水については自然流下とし、汚水・生活雑排水は発生

しません。隣接する農地は貸渡人の自己所有であり問題なく、資金については残高

照会一覧で確認しています。 

 ３番、長田町の畑３筆合計７８６㎡の農地について特定建築条件付土地（２区画）

とする転用申請です。契約内容は所有権移転（売買）、区域区分は調整区域、農振白

地です。農地の立地基準については、１０ｈａ以上の広がりがある農地に隣接して

いるので第１種農地に該当し原則不許可になりますが、既存の集落に接続しますの

で不許可の例外に該当します。本件は、２区画を造成し住宅を建築する計画となっ

ています。土地の造成はなく、既存の石積みを利用して、土砂等の流出を防ぎます。

雨水は道路側溝へ放流し、汚水・生活雑排水は下水道に接続します。隣接する農地

所有者等との協議報告書が添付され、資金については残高証明書で確認しています。 

都市計画法第４３条建築許可申請中です。 

 ４番、白浜町の畑１筆３７３㎡の農地について住宅用地（一般住宅）とする転用

申請です。契約内容は所有権移転（売買）、区域区分は調整区域、農振白地です。農

地の立地基準については、第２種農地に該当します。本件は、木造２階建ての住宅

を建築するものです。土地の造成はなく現状のまま利用するため被害の恐れはあり

ません。雨水については道路側溝に放流し、汚水・生活雑排水は下水道に接続しま

す。隣接する農地は譲渡人の自己所有であり問題なく、資金については融資証明書

で確認しています。都市計画法第４３条建築許可申請中です。 

  ５番、飯盛町後田の田２筆合計８８１．７２㎡の農地について駐車場用地とする
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転用申請です。契約内容は所有権移転（売買）、区域区分はその他の区域、農振白地

です。農地の立地基準については、第２種農地に該当します。本件は１５台分の月

極駐車場を整備するものです。土地の造成はなく、現状のまま利用するため被害の

恐れはありません。雨水は自然流下とし、汚水・生活雑排水は発生しません。隣接

する農地はなく、資金については通帳で確認しています。 

 ６番、飯盛町平古場の田１筆１７４㎡の農地について住宅用地（一般住宅）とす

る転用申請です。契約内容は所有権移転（売買）、区域区分はその他の区域、農振白

地です。農地の立地基準については、第２種農地に該当します。本件は、木造平屋

建ての住宅を建築するものです。土地の造成については、切土を最高０．１ｍ施し、

土留め工事を行い土砂等の流出を防ぎます。雨水については道路側溝に放流し、汚

水・生活雑排水も合併浄化槽から道路側溝に放流します。隣接する農地は譲渡人の

自己所有であり問題なく、資金については融資証明書で確認しています。議案第４

号につきましては、以上となります。 

議   長   議案第４号の説明がありましたので、１番について小野地区担当の委員さん補足

説明をお願いします。 

委   員   担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地利用

計画図等から判断して、通路用地（敷地拡張）に転用することについて適正である

と思われます。私の個人的な意見なのですけれど、この土地購入金について、私が

どうこう言うわけではないのですけれど、若干高いという感想を持っております。

けれど、適正であると思われますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

議   長   １番について、何かご質問はありませんか。 

  今、購入価格について、委員から話があったのですけれど、地目は畑のままでの

購入で、そこら辺をどういう風に皆さんが解釈すれば良いか。 

委   員   坪いくらですか。 

事 務 局   ㎡で１万円、坪３万３千円。造成費等を考えたら㎡２万円ちょっとぐらいのとこ

ろなので、宅地をつくるためと考えれば、そこまで極端に高いとは思えないかとい

うところはあります。  

議   長   これは５条ですが、例えば３条で農地を買いました。ちょっと有喜の件で、もう

許可をしたので問題ないのですけれど、そこが３条で畑として購入され、約１反ぐ

らいで、購入金額が２００万ぐらいだったと思います。先々は考えておられると推

測はできるのですけれど、ただ３条で買えば何年かは耕作を続けて欲しいというこ

ともあるので、そこら辺はご理解の上でされているという風には思っております。

そこら辺は、地区推進委員・農業委員が気になられた時は、ちょっと事前に言って

いただいて、事務局の方から譲受人等にちょっと確認だけ取るぐらいの方が良いの

かという気はします。 

事 務 局   会長の方から意見をいただきましたけれど、３条の場合は農地として使うもので、

農地として使う場合はだいたいの相場があるかと思いますけれど、転用の場合は、

やはり使用目的が宅地目的とかですので、どうしても高くなる傾向があると思いま   

す。そして、それぞれの事情で金額も変わってきますので、傾向としては３条の場  
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合と転用の場合では、金額が変わってくるのかと思っております。何かご質問とか

ありましたら、事務局の方まで問い合せいただければと思います。 

議   長   他にご質問ありませんか。ご質問がないようですので、１番は、申請どおり許可

することにご異議ありませんか。 

         （「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、１番は、申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、２番について真津山地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土地利用

計画図等から判断して、駐車場用地に転用することについて適正であると思われま

す。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議   長   ２番について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、２番は、申請どおり許可することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、２番は、申請どおり許可することに決定いたします。 

議   長   次に、３番と４番について長田地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   まず、３番について説明します。担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協

議会で協議したところ、土地利用計画図等から判断して、特定建築条件付土地に転

用することについて適正であると思われます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

    続きまして、４番について説明します。担当地区の推進委員と現地調査を行い、

地区協議会で協議したところ、土地利用計画図等から判断して、住宅用地（一般住

宅）に転用することについて適正であると思われます。ご審議のほどよろしくお願

いします。この件について、皆さんと協議をお願いしたいと思います。議案第４号

の総会関連資料がありますが、その資料の３番・４番に載っております。長田町に

は最近住宅が建ってきていまして、どんどん取引されています。相場より長田町が

ちょっと安いのではないかと個人的に思います。 

議   長   ここはちょっと高台で見晴らしも良くて、今その他にも何軒か建ってきていると 

ころです。白浜町は、子供の足で長田小学校まで歩いて３０～４０分かかります。

場所もわかりますけれど、店も何もないところです。長田町は、特定建築条件付き

ですから、不動産業者さんはこれより高く売られます。 

委   員   譲渡人は、後継者もいなく相談者とかおられないのです。  

議   長   こういう場合に書類等がちゃんと揃っていて、農業委員会としては許可相当とい

う形になってくるのです。 

委   員   最近の相場は、だいたい坪５０，０００円ですもんね。今アパートが建っていると   

ころを見た時に坪５０，０００円でどんどん取引されています。水田がですね。 

議   長   そうですね。  

事 務 局   先程の件に絡みますけれど、今回も転用に絡むもので農地として使うものであり

ませんので、そうは言ってもかなり金額的に差があるということで話が出たと思う
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のですけれど、やはり土地の売買は農地に限らず、それぞれ売られる方と買われる方

の事情で変わってくるかと思います。ただ農業委員会としては、審査の対象となって

いないかと思います。農業委員会で審査するのは、農地への影響とか、転用するため

の資金・財力があるのかを確認するために、ここのところに記載をお願いしていると

ころであります。これだけの費用がかかるため、財力がいくらあるから転用が確実に

なされるというのを確認するために、ここのところは書かれているもので、農地転用

では土地の高い安いを審査するようになっていないのです。  

委   員   ちょっと確認された中で疑問点があったわけですけれど、例えば、同じ地域に住

んでいる農業委員さんは地域のことに詳しい方でありますので、そういうところで

疑問的な問題が発生した時に、いくら農業委員であっても、そこまでは言えないとな

れば、地域の信頼を持っていらっしゃる方については、あとで色々問題が発生する。

極力その辺も考慮した中での対応策が必要なのかという風に考えております。 

議   長   事務局長からもありましたが、書類上の許可案件の中に、この金額というのは入

っていないというのがあります。資金調達の計画について、必要資金ということで、

はっきりとここに計上されていますが、農業委員さんの方から譲渡人さんのことを思

ってこれどうかという疑義が出た場合、これを不許可にするということはできないと

思います。譲渡人は自宅にいらっしゃらないのですか。 

委   員   これは、お祖母ちゃんと思います。 

議   長   そのお祖母ちゃんの相続人とか、後見人とかそこら辺がいらっしゃれば良いでし

ょうが。これは誰がということではなく、農業委員さんの方から、たまたま譲受人と

その中に入る不動産業者が同じ人で、長田町と白浜町の両方の申請があって、農業委

員さん達はその現場も評価も知っています。 

委   員   片方は１軒で、こちらは２軒なのですよ。それで総資金が一緒なのですよ。  

議   長   譲渡人さんから了解をもらっているので、契約が成立していれば、差戻して契約

をしなおすとはならないとですよね。 

委   員   ならないですよ。 

議   長   契約がなっているので、上がってきているのでしょう。 

事 務 局   申請の時点では、契約が締結していることになります。 

委   員   ２か月ぐらい前に土地のおおかたの価格を調べてくださいということで、アンケ

ートがあったと思いますけれど、それを農業委員だけに、その価格を教えてもらう

ことはできないのですか。それで、今から５番と６番をしますけれど、６番のところ

も坪１０万円、飯盛はほとんど坪１０万円です。自分の集落にそういう関係をして

いる仲間がおりますけれど、ほとんど飯盛は１０万円で、１０万円くだればという

話なのですよ。できれば価格調等を提示していただければと思います。 

事 務 局   売買価格というのは、全国農業会議所も調査していますし、民間の方で調査して

いるのもありますので、農業委員会で把握している分は次の機会に皆さんに配付で

きると思います。 

議   長   委員さんから話がありましたが、この問題は非常に難しいのですよ。農地の価格

については、農業委員会としては情報を共有できるのですけれど、農地から転用す
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る場合、それが宅地になった場合の価格というものを農業委員さん達に公表すると

いうのはなかなか難しい。ただ事務局とすれば、提出書類に全く問題ないので、本

来であれば許可相当にします。 

事 務 局   委員の皆さんの心情的なことは確かにわかるのですけれど、農業委員会は農地法

での審査しかできませんので、会長が言われたように不許可は難しいと思われます。

売買価格の高い低いというのは審査項目には入っていませんので、不許可にする理

由が存在しません。ただ委員の方の心情等も確かに分かりますので、どこまで農業

委員の方が踏み込んで、価格の内容の審査に入っていけるのか、そこは改めて農業

会議の方にも確認をしておきたいと思います。 

議   長   今回の案件はこういうことがあったということで、皆さん頭の中に置いておいて

ください。農業委員会としては農地を守る立場です。ただそう言いながらでも各地

権者の思いというのも尊重しないというのも大きな責務になってくると思います。

ただ今回の件は、提出書類、売買契約が完全に揃っているということであれば、  

とおさざるを得ないということで、ご理解いただければと思います。 

議   長   ３番と４番について、他に何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 

議   長   それでは、ご質問がないようですので、３番と４番は、申請どおり許可すること

にご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、３番と４番は、申請どおり許可することに決定いた

します。 

議   長   次に、５番と６番について飯盛地区担当の委員さん補足説明をお願いします。 

委   員   ５番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図等から判断して、駐車場用地に転用することについて適正であると思

われます。ご審議のほどよろしくお願いします 

    ６番、担当地区の推進委員と現地調査を行い、地区協議会で協議したところ、土

地利用計画図等から判断して、住宅用地（一般住宅）に転用することについて適正

であると思われます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

議   長    ５番と６番について、何かご質問はありませんか。 

        （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、５番と６番は、申請どおり許可することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議   長   ご異議がないようですので、５番と６番は、申請どおり許可することに決定いた

します。 

（議案第５号） 

議   長   次に、議案第５号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画に対する

意見聴取の件」を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事 務 局   議案第５号「農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画に対する意見聴
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取の件」ついて説明します。 

         １番と２番は借受人が同一の案件となります。 

１番、中央地区目代町の農地２筆、２，１０４㎡、 

２番、中央地区目代町の農地２筆、１，６３２㎡、計３，７３６㎡を使用賃貸借１０  

年で、新規に権利設定する計画です。権利の設定を受ける者は、水稲の生産を主体

に経営されており、今回、権利の設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋

がります。 

 ３番から２７番は借受人が同一の案件となります。 

３番、中央地区目代町の農地４筆、３，０９５㎡、 

４番、中央地区目代町の農地２筆、２，７９９㎡、 

５番、中央地区目代町の農地５筆、７，８３３㎡、 

６番、中央地区目代町の農地１筆、９４９㎡、 

７番、中央地区目代町の農地１筆、２，８１７㎡、 

８番、中央地区目代町の農地３筆、４，０３１㎡、 

９番、中央地区目代町の農地１筆、８７８㎡、 

１０番、中央地区目代町の農地２筆、１，９２０㎡、 

１１番、中央地区目代町の農地２筆、２，０８９㎡、 

１２番、中央地区目代町の農地３筆、１，９７５㎡、 

１３番、中央地区目代町の農地１筆、３，１６０㎡、 

１４番、中央地区目代町の農地２筆、１，３２２㎡、 

１５番、中央地区目代町の農地１筆、１，４１２㎡、 

１６番、中央地区目代町の農地１筆、１，９７３㎡、 

１７番、中央地区目代町の農地２筆、３，３８６㎡、 

１８番、中央地区目代町の農地１筆、８４０㎡、 

１９番、中央地区目代町の農地２筆、１，０４７㎡、 

２０番、中央地区目代町の農地１筆、２，２２２㎡、 

２１番、中央地区目代町の農地１筆、８１９㎡、 

２２番、中央地区目代町の農地３筆、４，４８３㎡、 

２３番、中央地区目代町の農地１筆、６７０㎡、 

２４番、中央地区目代町の農地２筆、２，２５５㎡、 

２５番、中央地区目代町の農地１筆、１，５３２㎡、 

２６番、中央地区目代町の農地１筆、２，５１２㎡、 

２７番、中央地区目代町の農地１筆、１，４２５㎡、 

計 ５７，４４４㎡、４５筆について、賃貸借及び使用貸借１０年で、新規及び再設   

定する計画です。権利の設定を受ける者は、水稲、麦、みかんの生産を主体に経営さ  

れており、今回、権利の設定を受けることにより、農業経営規模拡大及び引き続き

の農業経営を行います。 

２８番から３０番は借受人が同一の案件となります。 

２８番、中央地区目代町の農地２筆、２，８８３㎡、 
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２９番、中央地区目代町の農地２筆、３，２４９㎡、 

３０番、中央地区目代町の農地１筆、１，０６０㎡、 

計７，１９２㎡について、使用貸借１０年で、新規に権利設定する計画です。権利の  

設定を受ける者は、水稲、みかんの生産を主体に経営されており、今回、権利の設定  

を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

 ３１番から３３番は借受人が同一の案件となります。 

３１番、中央地区目代町の農地１筆、９０２㎡、 

３２番、中央地区目代町の農地３筆、５，２６８㎡、 

３３番、中央地区目代町の農地１筆、１，８８４㎡、 

計８，４１４㎡について、使用貸借及び賃貸借１０年で、再設定する計画です。権利  

の設定を受ける者は、水稲の生産を主体に経営されており、今回、権利の設定を受 

けることにより、引き続き農業経営を行います。 

 ３４番から３６番は借受人が同一の案件となります。 

３４番、中央地区目代町の農地４筆、３，３２８㎡、 

３５番、中央地区目代町の農地１筆、５５１㎡、 

３６番、中央地区目代町の農地１筆、１，７２５㎡、 

計５，６０４㎡について、使用貸借１０年で、再設定する計画です。権利の設定を受  

ける者は、水稲の生産を主体に経営されており、今回、権利の設定を受けることに 

より、引き続き農業経営を行います。 

  ３７番から３９番は借受人が同一の案件となります。 

３７番、中央地区目代町の農地３筆、２，１４３㎡、 

３８番、中央地区目代町の農地４筆、４，３２９㎡、 

３９番、中央地区目代町の農地２筆、１，８９０㎡、 

計８，３６２㎡について、使用貸借及び賃貸借１０年で、再設定する計画です。権利  

の設定を受ける者は、水稲、ブロッコリーの生産を主体に経営されており、今回、権 

利の設定を受けることにより、引き続き農業経営を行います。 

  ４０番、中央地区目代町の農地２筆、３，８８５㎡を賃貸借１０年で、再設定す

る計画です。権利の設定を受ける者は、水稲、いちごの生産を主体に経営されます。

今回、権利の設定を受けることにより、引き続き農業経営を行います。 

 ４１番、中央地区目代町の農地１筆、７２８㎡を使用貸借１０年で、新規に権利

設定する計画です。権利の設定を受ける者は、水稲の生産を主体に経営されており、

今回、権利の設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

 ４２番と４３番は借受人が同一の案件となります。 

４２番、中央地区目代町の農地１筆、１，７６６㎡、 

４３番、中央地区目代町の農地１筆、１，６８９㎡、 

計３，４５５㎡について使用貸借１０年で、新規に権利設定する計画です。権利の

設定を受ける者は、水稲の生産を主体に経営されており、今回、権利の設定を受け

ることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

 ４４番、中央地区目代町の農地２筆、１，９７７㎡を使用貸借１０年で、新規に権  
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利設定する計画です。権利の設定を受ける者は、水稲の生産を主体に経営されてお

り、今回、権利の設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

 ４５番と４６番は借受人が同一の案件となります。 

４５番、森山地区森山町慶師野及び本村の農地４筆、３，００１㎡、 

４６番、森山地区森山町本村の農地１筆、３，４３５㎡、 

計６，４３６㎡について、使用貸借１０年で、新規に権利設定する計画です。権利の  

設定を受ける者は、水稲、ミニトマトの生産を主体に経営されており、今回、権利の 

設定を受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

 ４７番、飯盛地区飯盛町中山の農地２筆、３，０４３㎡を賃貸借１０年で、再設定  

する計画です。権利の設定を受ける者は、馬鈴薯、人参、ブロッコリーの生産を主体 

に経営されており、今回、権利の設定を受けることにより、引き続き農業経営を行 

います。 

 ４８番と４９番は借受人が同一の案件となります。 

４８番、飯盛地区飯盛町上原の農地１筆、１，２７９㎡、 

４９番、飯盛地区飯盛町上原の農地１筆、３，５４９㎡、 

計４，８２８㎡について、賃貸借１０年で、新規に権利設定する計画です。権利の設  

定を受ける者は、馬鈴薯、人参の生産を主体に経営されており、今回、権利の設定を 

受けることにより、農業経営規模拡大に繋がります。 

 ５０番、小長井地区小長井町小川原浦の農地１筆、２，０８７㎡を使用貸借１０

年で、新規に権利設定する計画です。権利の設定を受ける者は、玉ねぎ、ナス等の生

産を主体に経営されており、今回、権利の設定を受けることにより、農業経営規模

拡大に繋がります。 

 続きまして、議案第５号の農用地利用集積等促進計画の変更について説明します。 

既に農用地利用集積等促進計画により農地中間管理機構が利用権の設定を受けて

いる中央地区目代町の農地１筆、１，２９８㎡について、５１番のとおり、設定を受

ける者の変更を行う農用地利用集積等促進計画です。権利の設定を受ける者は、水

稲の生産を主体に経営しており、今回、農業経営規模拡大を行うため、権利の設定

を行うものです。契約内容は、使用貸借となっており、貸借期間は、従前の貸借期間

の残存期間である、５年１１か月となっています。 

 中央地区目代町の農地１筆、８１４㎡について、５２番のとおり、設定を受ける

者の変更を行う農用地利用集積等促進計画です。権利の設定を受ける者は、水稲の

生産を主体に経営しており、今回、農業経営規模拡大を行うため、権利の設定を行

うものです。契約内容は、使用貸借となっており、貸借期間は、従前の貸借期間の残

存期間である、２年８か月となっています。 

  以上、第５号議案の１番から５２番までの申出は農地中間管理事業の実施に係る

ものと認められるため、農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第５項第２

号の要件を満たしています。また、１番から５２番までの農用地利用集積等促進計

画は、「農地中間管理事業実施に関する規程」の「貸付先決定ルール」に基づき作成

されたものであります。以上で、議案第５号の説明を終わります。 
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議     長   議案第５号の１番から５２番の説明がありましたので、１番から５２番について、

何かご質問はありませんか。 

        （「なし」と言う者あり） 

議   長   ご質問がないようですので、１番から５２番を「意見なし」とすることにご異議あ   

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり）  

議   長   ご異議がないようですので、１番から５２番は、「意見なし」とすることに決定い

たします。 

（報   告）  次に、報告案件について、事務局より報告願います。 

事 務 局   報告第１号「農地法第３条の３の規定による届出書受理の件」について報告しま

す。 

中央地区から３件、小栗地区から５件、小野地区から３件、有喜地区から２件、

長田地区から２件、多良見地区から５件、飯盛地区から１件、合計２１件出ていま

す。届出理由は、すべて相続により農地の所有権を取得したため、となっておりま

す。 

         報告第２号「農地法第１８条第６項の規定による合意解約の通知の件」について

報告します。飯盛地区から１件の通知が出ています。解約理由としましては、耕作

者を変更するためとなっております。 

         報告第３号、「農地法第４条の規定による農地転用届出書受理の件」につきまし

てご報告いたします。 

１番、小野町の畑１筆５７㎡を駐車場用地とする届出です。 

報告第４号「農地法第５条の規定による農地転用届出書受理の件」につきまして

ご報告いたします。 

１番、福田町の田１筆９１９㎡を工場用地とする賃貸借の届出です。 

２番、真崎町の畑１筆５１８㎡を分譲宅地とする売買の届出です。 

３番、小豆崎町の畑２筆合計３９９㎡を駐車場用地とする売買の届出です。 

４番、小豆崎町の畑１筆２４４㎡を倉庫用地とする売買の届出です。 

報告第５号「農業用施設届出書受理の件」につきましてご報告いたします。 

１番、本明町の畑１筆１，００６㎡のうち２１．８５㎡に農業用倉庫を建設する届

出です。 

報告第６号「農地賃借情料情報の件」につきましてご報告いたします。 

先程配布させていただきました書類は、田・畑の諫早市内全体の平均額の計算誤り

を修正したものになります。田の諫早市内全体平均額１５，１００円を１９，８００

円に修正し、畑の諫早市内全体の平均額１４，８００円を１９，３００円に修正して

おります。詳細につきましては、後で一覧表を見ていただければと思います。米によ

る物納は、６０ｋｇ当たり２２，０００円で換算して計算しております。報告につき

ましては、以上となります。 

議   長   ただいまの報告の件について、何かご質問はありませんか。 

         （「なし」と言う者あり） 
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議   長   なければ、報告の件は、ご了承をお願いいたします。 

議   長   以上をもちまして、提出されました案件は全て終了いたしました。 

お諮りします。議決されました案件につきましては、字句、数字、その他整理を要  

するものがありました場合、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異   

議ありませんか。 

        （「異議なし」と言う者あり） 

議   長   異議ありませんので、これらの整理を要するものにつきましては、議長に委任す

ることに決定いたしました。 

議   長   本日の、農地法等に係る審議結果をご報告します。 

議案第１号 農業振興地域整備計画の農用地利用計画変更に伴う 

意見聴取の件                        １件 

議案第２号 農地法第３条許可                   ８件 

議案第３号 農地法第４条許可                   １件 

議案第４号 農地法第５条許可                   ６件 

議案第５号 農地中間管理事業に係る農用地利用集積等促進計画 

に対する意見聴取の件              ５２件 

以上、審議件数は、全部で６８件でございました。 

以上で本日の審議事項等はすべて終了いたしました。 

        これをもちまして、令和７年度諫早市農業委員会第４回総会を閉会いたします。 

 

 

 

議 長                    

 

議事録署名人                    

 

議事録署名人                    


